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実施期間

4月 6日 (月 )から15日 (水)までの 10日間

運動の目的

市民一人ひとりに交通安全意言哉の浸透を図り、交通ルールの遵守と正し

い交通マナーの実践を習慣付け、交通事故防止の徹底を図ります。

運動の重点

1 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保
2 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上
3 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底と
ヘルメットの着用促進

統一行動日

◎ 4月 8日 (水)「自転車の安全で適正な利用」強化の日

◎ 4月 10日 (金)交通事故死ゼロを目指す日 (全国統一)

◎ 4月 10日 (金)「飲酒運転根絶」強化の日

◎ 4月 13日 (月 )「こどもや高齢者に優しい3S運動」推進強化の日

足 利 市 ・ 足 利 警 察 署 ・ 足 利 市 教 育 委 員 会・ 足 利 交 通 安 全
足 利 地 区 安 全 運 転 管 理 者 協 議 会・ 足 利 交 通 安 全 都 市 推 進 協
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ン 渾動機構囲点 鱚
1 通学路 生活道路における し もを始めとする歩行者の安全確保
O こどもを蜂ぬとする参律勧崚数鎌こ通行できる道路交通環境織確保
口 こどもが優常的に集熙で移.動する経路にお|十る見守け溝動等を推進しましょう。
○ 渉行者の交通ルール鉾理解・選守の徹應
暉機断歩進黎横断中も憫圏囃 を躙 ること等を嘲   

〔十ましょう。

2「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安 運転意識の向上

○ 『ながらスマホ』の機織
・ 選転中の機機鸞雛等の選懸1鵠案機の麓嬢性について広1議書発に書めましょう。

O 運転‐機の鰺行者優先意識鑢の1徹饉
・ 機麟参濾:ま歩行犠簡擁:です。「もつと上まれる鷺摯!市』を推逮しましょう。

◎ 飲灌運転の機範
・ 鴨磯闇臨時を議対しない、き崚ない」鵞駿づくりに努めましょう。
③ 嬢警運転等の購,止
・ r議いやり。ゆずり奮晦 の気機ちを持つた磯転書心掛けましょう。
O 全ての藤席のシー トベルトとチャイ′レドシー トの工ししヽ濃艤の機議
・ 事故籠曇時の機警難艤0ためには、鷹しい鵞露が不可欠です。
O 饒 の交轟醸嬢饒1止

・ 議操作抑劇機燿書が譲艤さなた安全蟻鑢サボート車が奄効です。
O外 麟人燻綴奮の交通事故防1止
・ 交盪ルーザレ鑢 い等書艤解|させるための交通安嚢畿奮を推進しましょう。
O 二輸輩饉輸1者に対する広綴啓発
・ ヘルメットの軍しい鰺‐鷹とプロテク警―の議燿を呼び掛けましょう。
3 自転車●特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解●遵守の徹底と生」♭メットQ着用促進
O 曲転薫利用時‐0‐交通ルールの理解・選守と新たなルールの周1知|
・鴨転尊裁金利用:薫則」を選守した自転車の基本的な通行方法を推進しましょう
Φ 自転奪利用者仰乗専用ヘルメット鸞用と安全確保
口 自転1車に乗るとき|ま 輪を守る乗車露ヘルメット番を被りましょう。
○ 特定小型朦動機付自転車利用時の交通ルールの理解.・遵守の徹慮と桑
専用ヘルメットの辮爵僑進

' 岡隆転車利1露時の乗箪用ヘルメットを着用し、交通ルールを守りましょう。

事務局 足利市役所 生活環境部市民生活課 (■L0284-20-2190)
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